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事業説明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.趣旨 
読書活動推進条例に基づき、旭区内で読み聞かせ活動に取り組むボランティアを支援し、
絵本で子育て孫育てをする区民に本とふれあう機会を提供します。 
 
2.内容 
区民にとって身近な施設である＊「市民利用施設」へ乳幼児向絵本を配布し、おはなし会
ボランティアを支援します。 

＊ 配布先：区内地区センター・コミュニティハウス・地域ケアプラザなど 
 
3.スケジュールと、今後の展望 
令和 2年 9月初旬 アンケートを、地域振興課より送信 

 
 

令和 2年 11月半ば 配本する本の内容を提示 
配本を希望するか、調査。 
地域振興課より＊送信連絡。 

＊おはなし会向け絵本のリスト（旭図書館作成） 
      おひざにだっこで楽しむ絵本 

おうちでいっしょに楽しむ絵本  
令和３年 1月末  各施設への本の納品 
 
 
 
令和３年度～      読み聞かせボランティア養成講座等を開催 

 
各施設でおはなし会開催。絵本の活用 

絵本でふれあいの育児を・・・・ 

 


